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資料３ 

 

（仮称）新宿区移動等円滑化促進方針（素案）に関する 

パブリック・コメントにおける意見要旨と区の考え方 

１ 実施期間 

  令和３年７月１５日（木）から８月１５日（日）まで 

２ 意見提出者数及び提出方法 

  意見提出者  １０名 

・郵送            ３名 

    ・ファックス     １名 

    ・窓口持参      ３名 

    ・ホームページ    ３名 

   

３ 意見数及び意見の方針への反映等 

 ・意見数 １６０件 

意見項目の内訳 件数 該当 No. 

１ 方針全般に関する意見  ４件 No.  １～  ４ 

２ 「第１章 移動等円滑化促進方針の策定にあたって」に関する意見 ５９件 No.  ５～ ６３ 

３ 「第２章 全体方針」に関する意見 ６８件 No. ６４～１３１ 

４ 「第３章 地域別方針」に関する意見  ８件 No.１３２～１３９ 

５ 「第４章 移動等円滑化促進方針の実現に向けて」に関する意見  ７件 No.１４０～１４６ 

６ その他の意見 １４件 No.１４７～１６０ 

 

 ・意見の方針への反映等 

  Ａ 意見の趣旨を方針に反映する、意見を踏まえて修正する ４２件 

Ｂ 意見の趣旨は、素案の方向性と同じ           ２件 

Ｃ 意見の趣旨に沿って方針を推進する           ８件 

Ｄ 今後の取組の参考とする                １件 

Ｅ 意見として伺う                   ２７件 

Ｆ 質問に回答する                   ５２件 

Ｇ その他                       ２８件 

４ 意見要旨と区の考え方 

 《記載内容は、以下の項目を設け整理しています。》 

項目 説明 

【章】 頂いたご意見の内容が方針のどの章に対するご意見であるか示しています。 

【ページ】 頂いたご意見の内容が方針のどのページに対するご意見であるか示しています。 

【意見要旨】 
 基本的には、原文を記載していますが、誤字脱字の修正及び文章の要約を行って

います。 

【区の考え方】 
 方針への反映等については、上記のＡ～Ｇの分類で示しています。 

 また、区に対する質問については、回答を記述しています。 

 



№ 章 ページ 意見要旨

1
方針
全般

-

　文書のゴジック体文字使用、ゴジック体文字と
アンダーライン使用、ゴジック体色文字使用、行
間隔の不統一再考いただけませんか。色弱者
にとって読みづらいです。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文書の書体などを修正し、より分かり
やすい記載にします。

2
方針
全般

-

　本文中の用語で、用語解説があるものは、そ
の用語に「＊」の印を付けて下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　用語解説があるものは、その用語に
「＊」の印を追記します。

3
方針
全般

-

　「促進方針とは、・・」の語句から始る箇所が
132箇所見られます。促進方針のどれに該当し
記述されているか、すぐに分かりません。簡潔、
明瞭な報告書作成の再考願います。

E

　ご意見として伺います。
　「促進方針」で始まる語句について
は、方針で示していることがより分かり
やすくなるよう、使用しています。

4
方針
全般

-

　ここまで多色で、写真を多く使用し上で、本書
を作成する必要ありますか。本書の販売価格も
高価となりますので、区民が本書を入手しやす
くする観点も考慮に入れ、適切な本書作成の再
考を是非願います。

E

　ご意見として伺います。
　写真については、方針の内容がより分
かりやすくなるよう、使用しています。

5 1章 2

　本書において、法にいう「高齢者、障害者等」
と単に記載されています。「高齢者、障害者等」
は、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障
害者及び発達障害者、視覚障害者、聴覚障害
者及び妊産婦等、日常生活又は社会生活にお
いて身体の機能上の制限を受ける者を全て含
んで、本書は作成されていることを明記下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　方針に「高齢者、障害者等」の定義を
追加します。

6 1章 2

　国では、平成18年にバリアフリー新法（高齢
者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律）が制定されました。H17年に策定された
「新宿区交通バリアフリー基本構想」は、H12年
制定の交通バリアフリー法に基づき策定された
か、H18年のバリアフリー新法も考慮に入れた
上で策定されたか、教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　「新宿区交通バリアフリー基本構想」
は、平成18年に制定された「高齢者、障
害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律（バリアフリー法）」は考慮して
おらず、平成12年に制定された「高齢
者、身体障害者等の公共交通機関を利
用した移動の円滑化の促進に関する法
律（交通バリアフリー法）」に基づき策定
しました。

区の考え方
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№ 章 ページ 意見要旨 区の考え方

7 1章 2

　区では、H6年制定された「高齢者、身体障害
者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の
促進に関する法律」（ハートビル法）の取り組み
がどの様であったか教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　区では、昭和59年に「新宿区身体障害
者・高齢者等の利用を配慮した建築物
整備要綱」を施行し、建築主等の協力
により高齢者、身体障害者等が建築物
を円滑に利用できるよう建築物の整備
を進めてきました。平成6年に「高齢者、
身体障害者等が円滑に利用できる特定
建築物の建築の促進に関する法律
（ハートビル法）」が制定された以降も、
ハートビル法と要綱に基づき、建築確認
申請等の際に建築主等へ指導、誘導等
を行い高齢者、身体障害者等が建築物
を円滑に利用できるよう建築物の整備
を進めてきました。

8 1章 2

　H19.3高田馬場駅周辺地区交通バリアフリー
特定事業計画について教示下さい。
　本特定事業計画書は、区HPにアップされてい
ますか。そのURLを教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　高田馬場駅周辺地区交通バリアフ
リー特定事業計画の概要について、ご
意見を踏まえ、新たに区のホームペー
ジに掲載しました。URLは以下のとおり
です。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file
13_11_00001.html

9 1章 2

　H19.3高田馬場駅周辺地区交通バリアフリー
特定事業計画について教示下さい。
　「交通バリアフリー基本構想」(H17.4)の第4章
部分が、H19.3高田馬場駅周辺地区交通バリア
フリー特定事業計画に相当するのですか。

F

　ご質問に回答します。
　「高田馬場駅周辺地区交通バリアフ
リー特定事業計画」は、区が策定した
「新宿区交通バリアフリー基本構想」に
基づき各事業者が作成しました。

10 1章 2

　H19.3高田馬場駅周辺地区交通バリアフリー
特定事業計画について教示下さい。
　特定事業計画のうち、交通安全特定事業計画
は、「新宿区交通バリアフリー交通安全特定事
業計画（高田馬場駅周辺地区〕」(H.19.6東京都
公安委員会）がこれに相当するのですか。

F

　ご質問に回答します。
　「新宿区交通バリアフリー交通安全特
定事業計画〔高田馬場駅周辺地区〕(平
成19年6月 東京都公安委員会）」が高
田馬場駅周辺地区における交通安全
特定事業計画に該当します。

11 1章 2

　H19.3高田馬場駅周辺地区交通バリアフリー
特定事業計画について教示下さい。
　特定事業計画と本ページでは記載されていま
すが、H19.3高田馬場駅周辺地区交通バリアフ
リー特定事業計画に記載されている特定事業
のどの範囲（公共交通、道路、交通安全）まで
かを記述下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　特定事業の範囲について、方針に記
載します。
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№ 章 ページ 意見要旨 区の考え方

12 1章 2

　H20.3新宿駅周辺地区交通バリアフリー特定
事業計画について教示下さい。
　本特定事業計画書は、区HPにアップされてい
ますか。そのURLを教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　新宿駅周辺地区交通バリアフリー特
定事業計画の概要について、ご意見を
踏まえ、区のホームページに新たに掲
載しました。URLは以下のとおりです。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file
13_11_00001.html

13 1章 2

　H20.3新宿駅周辺地区交通バリアフリー特定
事業計画について教示下さい。
　特定事業計画のうち、交通安全特定事業計画
は、「新宿区交通バリアフリー交通安全特定事
業計画〔新宿駅周辺地区〕」(H21.8東京都公安
委員会）がこれに相当するものですか。

F

　ご質問に回答します。
　「新宿区バリアフリー交通安全特定事
業計画〔新宿駅周辺地区〕(平成21年8
月 東京都公安委員会）」が新宿駅周辺
地区における交通安全特定事業計画に
該当します。

14 1章 2

　H20.3新宿駅周辺地区交通バリアフリー特定
事業計画について教示下さい。
　特定事業計画と本ペ-ジでは記載されていま
すが、H20.3新宿駅周辺地区交通バリアフリー
特定事業計画に記載されている特定事業のど
の範囲（公共交通、道路、交通安全）までかを
記述下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　特定事業の範囲について、方針に記
載します。

15 1章 2

　特定事業計画の用語解説が巻末に記載され
ています。以下について再考願います。
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律」では、特定事業計画には路外駐
車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特
定事業が記載されています。改正バリアフリー
法ではここまでの範囲が特定事業計画に定め
が規定されている事を本書に記載されるかどう
か、再考下さい。 A

　ご意見を踏まえて修正します。
　方針における特定事業計画とは、「高
齢者、身体障害者等の公共交通機関を
利用した移動の円滑化の促進に関する
法律（交通バリアフリー法）」で規定して
いるものであり、そのことが分かるよう
用語解説を修正します。
　また、路外駐車場特定事業、都市公
園特定事業、建築物特定事業について
は、「高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律（バリアフリー
法）」に規定する「移動等円滑化基本構
想」に基づく事業計画のため、記載して
いません。

16 1章 2

　「促進方針では、特定事業計画の作成が難し
いエリアにおいても、多様な視点から中長期的
にバリアフリー化の方針を示すことができます」
と記載されています。以下、教示下さい。
　「特定事業計画の作成が難しい」とは、どの様
な意味ですか。

F

　ご質問に回答します。
　特定事業計画の作成が難しいとは、
「移動等円滑化促進方針・バリアフリー
基本構想作成に関するガイドライン（令
和３年３月国土交通省）」で示す、「道路
や駅等の旅客施設、建築物等の具体的
な施設のバリアフリー化事業の調整が
難しい」ことを意味しています。
　そのことが分かるよう、表現を工夫し
ます。
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№ 章 ページ 意見要旨 区の考え方

17 1章 2

　「促進方針では、特定事業計画の作成が難し
いエリアにおいても、多様な視点から中長期的
にバリアフリー化の方針を示すことができます」
と記載されています。以下、教示下さい。
　交通バリアフリー法では、特定事業計画が公
共交通、道路、交通安全施設に限定され、バリ
アフリー法では特定事業計画の範囲が広がっ
たからですか。

F

　ご質問に回答します。
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律（バリアフリー
法）」の改正により、方針では、ハード面
の整備のみならず、こころのバリアフ
リーや情報提供など、ソフト面の取組み
についても示すことができるからです。

18 1章 2

　「促進方針では、特定事業計画の作成が難し
いエリアにおいても、多様な視点から中長期的
にバリアフリー化の方針を示すことができます」
と記載されています。以下、教示下さい。
　「難しいエリア」とは、高田馬場駅、新宿駅の
周辺地区内の一区画の事を指すのか、それ以
外の地区のエリアを指しますか。

F

　ご質問に回答します。
　特定事業計画の作成が難しいエリアと
は、道路や駅等の旅客施設、建築物等
の具体的な施設のバリアフリー化事業
の調整が難しいエリアのことです。

19 1章 2

　「促進方針では、特定事業計画の作成が難し
いエリアにおいても、多様な視点から中長期的
にバリアフリー化の方針を示すことができます」
と記載されています。以下、教示下さい。
　「多様な視点」とは、上記に記した様に、法改
正により特定事業計画の範囲が広がったことに
よるのですか。

F

　ご質問に回答します。
　多様な視点とは、「高齢者、障害者等
の移動等の円滑化の促進に関する法
律（バリアフリー法）」の改正により、
ハード面の整備のみならず、こころのバ
リアフリーや情報提供など、ソフト面で
の取組みについても示すことができる
からです。

20 1章 2

　策定の目的が明確に記載されていません。改
正バリアフリー法の趣旨を理解の上で、目的を
明確に記載され、マスタープランを策定する旨
を記載下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　策定の目的が明確に分かるよう、「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）」で規
定する「移動等円滑化促進方針」の内
容と、区が「新宿区移動等円滑化促進
方針」で示す内容を区別するなど、表現
を工夫します。

21 1章 3

　「移動等円滑化促進方針とは」どの様な内容
であるか、冒頭に記述されています。以下の点
について、再考願います。
　第二十四条の二の2項を踏まえ、法上、促進
方針とは、どのような内容であるか十分理解の
上で、下記例を参照され、分かり易く記載下さ
い。

移動等円滑化促進方針とは、鉄道駅を中心とし
た地区や、高齢者、障害者等が利用する施設
が集まった地区を、「移動等円滑化促進地区」
に指定し、当該地区の面的・一体的なバリアフ
リー化の方針を示すものです

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律（バリアフリー
法）」で規定する「移動等円滑化促進方
針」とはどのような内容であるかについ
て、より分かりやすくなるよう、表現を工
夫します。
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№ 章 ページ 意見要旨 区の考え方

22 1章 3

　「移動等円滑化促進方針とは」どの様な内容
であるか、冒頭に記述されています。以下の点
について、再考願います。
　「促進方針とは、区全体において一層のバリ
アフリー化を図るため」と記載されています。本
書では、区全体の促進方針がP27～62、地域別
の促進方針がP65以降に記載されています。
従って、「促進方針とは、区全体において一層
のバリアフリー化を図るため」の記載は誤解を
生じますので、「区全体において」の記述は再
考され、ここでは、促進方針の法上での定義を
記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　区は、区のまちづくりの方針を示す都
市マスタープランの地域区分と整合を
図った地域別のバリアフリー方針（地域
別方針）を定め、地域特性を踏まえたバ
リアフリー化を進めることで、区全体に
おいて一層のバリアフリー化に取り組ん
でいきます。

23 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　位置づけ、作成背景はP2、P26に別々に記載
されています。本書の構成や分かり易い本書の
作成を願います。

E

　ご意見として伺います。
　方針の位置づけについては、策定の
背景やこれまでのバリアフリーに関する
区の取組みを示した「第１章 移動等円
滑化促進方針の策定にあたって」の内
容を踏まえ、方針全体に関わる内容とし
て示すため、「第２章 全体方針」に記載
しています。

24 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　「移動等円滑化促進地区の特性」と記載され
ています。ここで記載の促進地区は、区全体で
すか、都市マスでの8地域を指しますか。

F

　ご質問に回答します。
　方針のP.3で示す表については、「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）」で規
定する事項とそれに対応する内容を示
しています。
　また、方針では、区全域を「移動等円
滑化促進地区」としています。

25 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　「移動等円滑化促進地区の特性」と記載され
ています。「特性」の記載内容が、P9～24、P65
等での概況、課題であれば、促進地区の概況、
これまでの取り組みと記載内容に則した語彙の
再考を願います。

E

　ご意見として伺います。
　方針のP.3で示す表については、「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）」で規
定する事項とそれに対応する内容を示
しています。
　また、移動等円滑化促進地区の特性
については、方針のP.28に記載していま
す。
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№ 章 ページ 意見要旨 区の考え方

26 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　移動等円滑化促進地区の位置及び区域は、
例えばP76の図の赤点線の区域を指すのか、
教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　方針のP.3で示す表については、「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）」で規
定する事項とそれに対応する内容を示
しています。
　また、方針では、区全域を「移動等円
滑化促進地区」としています。方針P.76
の図の赤点線は「移動等円滑化促進地
区」の区域を示したものではなく、地域
の主なバリアフリー化に向けた取組み
の主な対象となる範囲を記載したもの
です。

27 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　移動等円滑化促進地区の位置及び区域につ
いて、「境界設定の考え方」とあります。P76にそ
の記載がありません。記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　方針のP.3で示す表については、「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）」で規
定する事項とそれに対応する内容を示
しています。
　また、境界設定の考え方については、
方針のP.28に記載のとおりです。

28 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　移動等円滑化促進地区の位置及び区域につ
いて、「地区の範囲の考え方」とあります。P76
の赤の点線では、隣接区も含んでいます。P76
にその記載がありませんので、記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　方針P.76の図の赤点線は「移動等円
滑化促進地区」の区域を示したもので
はなく、地域の主なバリアフリー化に向
けた取組みの主な対象となる範囲を記
載したものです。

29 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　「これらにおける移動等円滑化の促進に関す
る事項」は、「各施設・経路におけるバリアフリー
に向けた配慮事項」と同一の事ですか。そうで
あれば「各施設・経路におけるバリアフリーに向
けた配慮事項」を表の左に記載され、右表に
は、協議会で出された、円滑化を更に促進する
為の具体的改善点を分かり易く記載下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　方針のP.3で示す表については、「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）」で規
定する事項とそれに対応する内容を示
しています。
　そのことが分かるよう、表題を修正し
ます。

30 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　「こころのバリアフリー」と記載されています。
国、他自治体の広報では「心のバリアフリー」と
記載されています。「こころ」を用いる事由を教
示下さい。 F

　ご質問に回答します。
　「こころのバリアフリー」の記載につい
ては、子どもにも分かりやすく浸透する
よう、ひらがなで記載しています。
　なお、区における障害者のための施
策に関する基本的な計画である「新宿
区障害者計画」において、「こころのバリ
アフリー」と記載しています。
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31 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　行為の届け出に関し、「何の行為の」「何を届
け」「何の為に届け出る」かについて記載下さ
い。現記載内容だけでは不明です。

E

　ご意見として伺います。
　方針のP.3で示す表については、「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）」で規
定する事項とそれに対応する内容を示
しています。
　また、行為の届出に関する事項の内
容については、方針のP.120に記載して
います。

32 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　行為の届け出に関し、本書で、行為の届け出
の記載が、「移動等円滑化方針策定後の進め
方」の一部となっています。当「行為の届け出」
は、「その他移動等円滑化促進地区における移
動等円滑化の促進のために必要な事項」です
か。

F

　ご質問に回答します。
　方針のP.3で示す表については、「高
齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（バリアフリー法）」で規
定する事項とそれに対応する内容を示
しています。
　そのため、「行為の届出に関する事
項」については、「その他移動等円滑化
促進地区における移動等円滑化の促
進のために必要な事項」ではありませ
ん。

33 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　「その他移動等円滑化促進地区における移動
等円滑化の促進のために必要な事項」につい
て、上記以外のソフト施策は、本書のどこに記
載されているか教示下さい。(P35ですか）

F

　ご質問に回答します。
　「その他移動等円滑化促進地区にお
ける移動等円滑化の促進のために必要
な事項」について、「上記以外のソフト施
策」は、方針のP.116、P.117に記載して
います。

34 1章 3

　移動等円滑化促進方針に示す事項の表の内
容に関し、下記再考願います。
　「その他移動等円滑化促進地区における移動
等円滑化の促進のために必要な事項」につい
て、地域特性に応じた施策は、本書のどこに記
載されているか教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　地域特性に応じた施策は、方針の
P.66からP.107に記載しています。

35 1章 5

　UD条例をバリアフリー法施行前に制定された
区の先見性は認め、特別特定建築物に、特定
建築物を追加されたことは理解するものの、
P29の生活関連施設の設定の前に、1-3として、
特定建築物の制度を記載する事の再考を願い
ます。

E

　ご意見として伺います。
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律（バリアフリー
法）」において、方針では生活関連施設
における移動等円滑化の促進に関する
事項を定めることとなっています。
　そのため、特定建築物の制度につい
ては、方針に記載していません。

36 1章 5

　色文字の使用は止めて下さい。高齢者は、老
眼で色弱です。（緑文字）

E

　ご意見として伺います。
　色文字の使用にあたっては、多様な
色覚に配慮して、情報がなるべく全ての
人に正確に伝わるように、利用者の視
点に立つことに配慮し、様々な色の見え
方を確認しています。
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37 1章 7

　検討のフローチャートを記載され、その上で協
議会の流れを記載下さい。検討のフローが「工
程」となっており、分かりにくいです。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

38 1章 7

　協議会メンバーに「子育て世代等の当事者」と
あります。選定理由を記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　方針における「高齢者、障害者等」に
は、「移動等円滑化の促進に関する基
本方針（令和二年国家公安委員会、総
務省、文部科学省、国土交通省告示第
一号）」で示す高齢者、全ての障害者及
び妊産婦等、日常生活又は社会生活に
おいて身体の機能上の制限を受ける者
は全て含まれています。

39 1章 7

　以下の記載は、再考願います。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　表の記載について、より分かりやすく
なるよう、ご意見を参考に表現を工夫し
ます。

40 1章 9

　令和2年「新宿区の概況」PI-20のH27年国勢
調査の昼問人口は、775、549となっています。
本書の数値と違います。 G

　ご指摘を踏まえて修正します。

41 1章 10

　グラフ表題の「愛の手帳数」の箇所に、知的障
害者数と付記下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　グラフ表題に、「愛の手帳所持者数
（知的障害者）」と記載します。

42 1章 11

　乗降客数5000人以上と記載されていますが、
円滑化基準に合致するか、教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律（バリアフリー
法）」に基づき、区内各鉄道事業者が国
土交通省に提出した「移動等円滑化取
組報告書（鉄道駅）」では、「移動等円滑
化のために必要な旅客施設又は車両
等の構造及び設備に関する基準を定め
る省令（公共交通移動等円滑化基準）」
について、令和元年度時点で、区境駅
を含む49駅中12駅が適合しています。

43 1章 11

　国の移動等円滑化の目標(R7年末）に対し、ど
の様な状況であるか教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　鉄道事業者や道路管理者などは、令
和3年4月に改正施行された「移動等円
滑化の促進に関する基本方針（令和二
年国家公安委員会、総務省、文部科学
省、国土交通省告示第一号）」における
移動等円滑化の目標を踏まえ、移動等
円滑化の促進に取り組んでいます。区
は、鉄道事業者などの取組の進捗状況
を確認していきます。
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44 1章 12

　表の罫線とアンダーライン、ゴジック体文字が
煩雑となっており、非常に見づらい表となってい
ます。是非とも再考下さい。 A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文書の書体やアンダーラインを修正
し、より見やすい記載にします。

45 1章 12

　バス、タクシーの円滑化基準の水準がどの様
になっているか、簡潔に記載下さい。

F

　ご質問に回答します。
　バス車両については、「移動等円滑化
の促進に関する基本方針（令和二年国
家公安委員会、総務省、文部科学省、
国土交通省告示第一号）」における移
動等円滑化の目標において、約80パー
セントに当たる約4万台について、令和7
年度までにノンステップバスを導入する
こととなっています。
　また、タクシー車両については、同基
本方針の移動等円滑化の目標におい
て、総車両数の約25パーセントについ
て、令和7年度までにユニバーサルデザ
インタクシーとすることとなっています。
　また、バス、タクシーに関する同基本
方針の移動等円滑化の目標について、
参考資料として方針に記載します。

46 1章 13

　重点整備地区と記載されています。当言葉
は、用語解説に記載されていますが、P13まで
その説明がありません。重点整備地区は、交通
バリアフリー法での規定ですか、バリアフリー法
にも、その規定があるのですか、教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　方針における重点整備地区は、「高齢
者、身体障害者等の公共交通機関を利
用した移動の円滑化の促進に関する法
律（交通バリアフリー法）」に基づき平成
17年に策定した「新宿区交通バリアフ
リー基本構想」において定めたものを引
用しています。
　交通バリアフリー法で規定する用語で
あることが分かるよう、用語解説を修正
します。
　なお、「高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律（バリアフ
リー法）」においても重点整備地区の規
定があります。

47 1章 13

　新宿区移動等円滑化のために必要な道路の
構造に関する基準を定める条例で定義されて
いる「特定道路」に指定されている区道の現況
図を教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　特定道路に該当する道路（区道、都
道、国道）の指定状況については、方針
のP.31に記載のとおりです。
　また、特定道路に指定されている区道
の現況図については、区の窓口及び
ホームページで公開している「道路台
帳」で閲覧することができます。

48 1章 19

　重点整備地区の黄色の線の西側部分が記載
されていない。赤の矢印線と重なるので記載し
なかったのですか。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　重点整備地区の黄色の線の西側部分
が見えるよう、赤の矢印線の位置を修
正します。
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49 1章 19

　赤の矢印線、青の矢印線の凡例説明が無い
です。記載下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　赤及び青の矢印線の凡例を追記しま
す。

50 1章 19

　凡例のオレンジ矢印線は、赤の矢印線の事で
すか。

F

　ご質問に回答します。
　凡例のオレンジの矢印線は、赤の矢
印線とは異なり、部分的な経路のバリア
フリー化がされている箇所を示していま
す。

51 1章 19

　地形図がボケています。最終図では明瞭な図
として下さい。

E

　ご意見として伺います。
　本図については、「新宿区交通バリア
フリー基本構想」のP.39で示す「新宿駅
周辺現況整理図及び重点整備地区」の
データを活用し、作成しています。

52 1章 19

　図中の表題「新宿駅周辺現況整理図及び重
点整備地区」の表題が目立ち、本図が、未完了
の特定事業を示す図であることが理解できませ
んので、図中の表題「新宿駅周辺現況整理図
及び重点整備地区」を削除下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　本図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。

53 1章 19

　図面の流用で、本図が煩雑となっていますの
で、未完了のみの図面とされる事を再考下さ
い。

E

　ご意見として伺います。
　本図については、特定事業計画にお
ける未完了の事業の進捗が分かるよ
う、実施中の事業についても記載してい
ます。

54 1章 21

　黒の点線の説明文字が不鮮明です。凡例の
箇所に記載下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　黒の点線の凡例を追記します。

55 1章 21

　駅より500mの範囲は、徒歩圏を示しています
か。教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　本図における駅より500mの範囲は、
「新宿区交通バリアフリー基本構想」に
おける徒歩圏を示しています。
　また、そのことが分かるよう、凡例を追
記します。

56 1章 21

　凡例に「特定経路」「準特定経路」とあります
が、説明下さい。特定道路の事ですか。

F

　ご質問に回答します。
　「特定経路」、「準特定経路」とは、「新
宿区交通バリアフリー基本構想」で定め
る、駅から周辺の主要な施設の入口ま
での経路のことです。

57 1章 21

　凡例の下に「赤四角線で未着手、青四角線で
実施中」とあります。図中の赤の太線、青の矢
印線がありますが、この事ですか。図面を丁寧
に作成下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　本図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。
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58 1章 21

　黄色点線の広域避難場所が、図中にありませ
ん。教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　黄色点線の広域避難場所について
は、本図中央下に一部記載の都立戸山
公園が該当します。

59 1章 21

　図中の表題「高田馬場周辺地区における重点
整備地区」が目立ち、本図が、未完了の特定事
業を示す図であることが理解できませんので、
図中の表題「高田馬場周辺地区における重点
整備地区」を削除下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　本図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。

60 1章 21

　図面の流用で、本図が煩雑となっていますの
で、未完了のみの図面とされる事を再考下さ
い。

E

　ご意見として伺います。
　本図については、特定事業計画にお
ける未完了の事業の進捗が分かるよ
う、実施中の事業についても記載してい
ます。

61 1章 23

　記載の取り組みは、P7の策定の経過のどの
時期に行われか教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　方針のP.23に記載の特定事業計画以
外の実施状況については、特定事業計
画策定後の平成20年から令和2年にか
けて、各事業者が主体的に行ってきまし
た。

62 1章 23

　協議会では、課題に対する対応を各事業者に
求める権能を有している組織体であったのか、
教示下さい。協議会要綱にその定めはあります
か。

F

　ご質問に回答します。
　「新宿区交通バリアフリー基本構想」
策定後、特定事業計画の作成支援及び
円滑な進捗を図るため、平成17年に設
置した「新宿区交通バリアフリー推進委
員会」では、課題に対する対応を各事
業者に求める機能は有しておらず、当
該委員会の設置要綱にその定めはあり
ません。
　また、方針策定のための「新宿区移動
等円滑化促進方針策定協議会」には、
各事業者も構成委員となり、方針の策
定を進めています。

63 1章 23

　P23の冒頭3行の文章を読みやすくして下さ
い。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　方針のP.23の文章について、より読み
やすくなるよう修正します。

64 2章 26

　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律より、国が定める基本方針を記載
下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　「移動等円滑化の促進に関する基本
方針（令和二年国家公安委員会、総務
省、文部科学省、国土交通省告示第一
号）」については、方針のP.26の位置づ
けに記載しています。
　また、当該基本方針の概要について、
参考資料として方針に記載します。
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65 2章 26

　フローの「バリアフリー法に基づく移動等円滑
化推進に関する基本方針」（➡基づく）及び交通
施策基本法、差別解消法（➡反映）の表記、再
考下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　本図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。

66 2章 27

　区全域のバリアフリー水準の底上げと記載さ
れています。国の定める移動等円滑化の目標
を記載下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　「移動等円滑化の促進に関する基本
方針（令和二年国家公安委員会、総務
省、文部科学省、国土交通省告示第一
号）」における移動等円滑化の目標の
概要について、参考資料として方針に
記載します。

67 2章 27

　区では令和7年までどこまでを目標に掲げる
か記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　方針に基づいた整備については、建
替えや改修、まちづくりの機会を捉え、
各事業者の主体的な取組みを働きかけ
ていきます。

68 2章 27

　「区全域のバリアフリー水準の底上げ」の意味
は、P41に示すガイドラインに示されていない
「○○移動等円滑化基準」に対する配慮事項を
目指すとの事ですか。

F

　ご質問に回答します。
　区全域のバリアフリー水準の底上げと
は、区全域において、高齢者、障害者
等の誰もが円滑な移動を確保できるよ
うバリアフリー化を推進するということで
す。

69 2章 27

　基本方針の題名だけでなく、方針の中身を記
載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　基本方針に基づいた取組みについて
は、「第３章　地域別方針」や「第４章
移動等円滑化促進方針の実現に向け
て」に記載しています。

70 2章 28

　法2条23の規定であることを明記下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律（バリアフリー
法）」で規定する「移動等円滑化促進地
区」、「生活関連施設」、「生活関連経
路」の要件及び定義について、バリアフ
リー法第何条の規定であるか、方針に
記載します。

71 2章 28

　定義と記されていますが、法では「要件」とさ
れています。本書の中ほどにも要件と記載され
ていますので、定義ではなく要件と記載下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律（バリアフリー
法）」の表現に合わせ、「バリアフリー法
第二条の二十三における移動等円滑
化促進地区の要件」と記載します。
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72 2章 28

　一般交通用施設と記載されています。バリア
フリー法上での定議を明記下さい。用語解説に
記載ありません。（道路、駅前広場、通路その
他の一般交通の用に供する施設をいう。）

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　一般交通用施設について、用語解説
に記載します。

73 2章 29

　生活関連施設を合計384設定されています。
バリアフリー法の定義外の一般的な意味の生
活関連施設総数（母数）のうち、何パーセントで
あるか、それぞれ教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　生活関連施設の設定については、鉄
道駅、公共施設、福祉施設、病院、図書
館、飲食店、ホテル、劇場など、「高齢
者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（バリアフリー法）」や他の
法令で対象となる区内の約2,500施設の
うち、不特定多数の利用が想定される
384施設（約15%）を生活関連施設に設
定しました。

74 2章 29

　設定の妥当性は、何を根拠とされているか教
示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　方針では、鉄道駅、公共施設、福祉施
設、病院、図書館、飲食店、ホテル、劇
場など、「高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律（バリアフ
リー法）」や他の法令で対象となる施設
のうち、鉄道駅や公共施設、福祉施設、
病院、図書館などについては、高齢者、
障害者等が多く利用することが想定さ
れるため、全て生活関連施設に設定し
ています。
　商業施設やホテルなど、一部の施設
については、より多くの利用が想定され
る施設を抽出するため、他の法令で規
定する届出の対象となる一定規模以上
の施設を、生活関連施設に設定してい
ます。
　また、生活関連施設の設定にあたって
は、「新宿区移動等円滑化促進方針策
定協議会」や当事者団体等ヒアリング
調査、アンケート調査などで意見を伺
い、検討を行いました。

75 2章 29

　384施設は、P69以降の表に記載されている施
設ですか教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　生活関連施設は、方針のP.69以降の
各地域の生活関連施設一覧に記載して
います。

76 2章 29

　文化、教養、教育施設に神社、仏閻、保育所
は入らないか。

F

　ご質問に回答します。
　方針における生活関連施設は、不特
定多数の利用が想定される施設を対象
としており、神社や寺院、保育所は生活
関連施設に設定していません。

77 2章 30

　「移動等円滑化基準」との表記でなく、道路移
動等円滑化基準と記して下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　「移動等円滑化基準」を「道路移動等
円滑化基準」に修正します。
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78 2章 30

　広域幹線、地域幹線、地区内主要道路は、す
べて特定道路に指定されているのでしょうか、
教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　特定道路は、鉄道駅周辺で多数の高
齢者、障害者等の利用が見込まれる道
路を対象として、国土交通省が平成20
年12月に指定、令和元年7月に追加指
定しました。
　広域幹線道路、地域幹線道路、地区
内主要道路は、それぞれ一部が特定道
路に指定されています。

79 2章 30

　「移動等円滑化基準の経過措置を基本として
整備」とあります。「経過措置を基本として整備」
の意味を記載下さい。準特定道路とするとの意
味ですか、教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　道路移動等円滑化基準の経過措置で
は、歩道に代えて、歩行者の安全な通
行を確保するための事項が定められて
います。方針のP.38に記載のとおり、生
活関連経路は道路移動等円滑化基準
への適合を目指すことが基本となります
が、歩道のない道路も多く、実情に応じ
た整備を進める必要があることから、区
は、当該基準の経過措置で定める事項
を踏まえ、整備を推進します。
　また、道路移動等円滑化基準の経過
措置の概要については、用語解説に記
載しています。

80 2章 30

　R1.7に追加指定の特定道路は、WEB上の下
記のものですか。
　また、R1.7に追加指定の特定道路の情報開示
は可能ですか。
様式－②特定道路に該当する道路（案）図面
https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/bf/de
sign_activities/tokutei/pdf/13-02.pdf

F

　ご質問に回答します。
　当該URLに掲載の図面は、平成31年2
月の特定道路の追加指定（案）になりま
す。
　令和元年７月に追加指定された特定
道路の情報については、区の窓口で閲
覧することができます。

81 2章 30

　特定道路の総延長、区道、都道、国道の何％
であるか示して下さい。

F

　ご質問に回答します。
　区内の特定道路の総延長距離は約
41kmになります。
　また、区内の道路のうち、区道の約
6%、都道の約42%、国道の約54%が特定
道路に指定されています。

　

82 2章 30

　生活関連施設を384施設設定に伴い、特定道
路の更なる追加指定が必要と考えます。そのス
ケジュール等を教示下さい。 F

　ご質問に回答します。
　特定道路の追加指定については、国
土交通省が行うものです。

83 2章 30

　「※特定道路の整備に向けた考え方について
は、指定された道路の都市マスタープランによ
る位置づけ及び道路の状況により対応しま
す。」と記載されています。記載内容が理解でき
ません。分かり易く、丁寧に記述下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章について、より分かりやすくなるよ
う修正します。
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84 2章 31

　凡例の「事業中・優先・計画」において、点線
表示の区別が、図中、識別出来ません。再考下
さい。 G

　ご意見を踏まえて対応します。
　図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。

85 2章 31

　優先とあるのは、「東京における都市計画道
路の整備方針（第四次事業計画）」で設定され
ている優先整備路線である意味ですか。

F

　ご質問に回答します。
　本図の凡例における「優先」とは、「東
京における都市計画道路の整備方針
（第四次事業計画）」で設定されている
優先整備路線を指します。

86 2章 31

　着色された区画道路は、準特定道路を指しま
すか。

F

　ご質問に回答します。
　着色された区画道路は、方針におけ
る生活関連経路の一種です。

87 2章 31

　図が見えにくいので、8地域地区の境界線は
削除等、工夫願います。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　本図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。

88 2章 31

　図示の特定道路は、384施設にとって必要な
特定道路を図示されているのでしょうか。それと
も、令和元年7月追加指定のものを単に図示し
ているのでしょうか。教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　方針に記載の特定道路は、平成20年
12月に指定、令和元年7月に追加指定
された特定道路を図示しています。

89 2章 31

　図には384の施設全部が表示されています
か、確認下さい。

F

　ご質問に回答します。
　本図には、生活関連施設384施設全て
を図示しています。

90 2章 33

　地下バリアフリールート（車椅子で単独移動可
能）と記されています。バリアフリールートの用
語の意味が、車椅子で移動可能な経路とのみ
解釈される恐れがありますので、再考下さい。
また、単独移動可能とは、「補助者なし」での意
味ですか。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　単独移動可能とは、介助なしで安全に
移動できることを指します。

91 2章 35

　「■移動円滑化促進方針の連携イメージ」と記
載されています。
　表題、副題と整合しませんので、「■移動円滑
化促進の連携イメージ」とする事を再考下さい。 G

　ご意見を踏まえて対応します。
　本図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。

92 2章 35

　フローチャートは、以下の工夫、再考等を願い
ます。
　ユニバ、まちづくり、道路整備、交通安全の上
に「区・都の事業計画」と記されると、本文記載
内容と関連付けて、本書を読む事が出来ます。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　本図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。
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93 2章 35

　フローチャートは、以下の工夫、再考等を願い
ます。
　ユニバ、まちづくり、道路整備、交通安全の着
色の色を変えていますが、必要ありますか。着
色し過ぎで却って、見にくいです。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　本図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。

94 2章 36

　パンフレット（新宿区ユニバーサルデザインま
ちづくり条例）と同一ですが、文字が色に紛れて
高齢者に非常に読みづらいです。是非、改善下
さい。

E

　ご意見として伺います。
　色文字の使用にあたっては、多様な
色覚に配慮して、情報がなるべく全ての
人に正確に伝わるように、利用者の視
点に立つことに配慮し、様々な色の見え
方を確認しています。
　また、新宿区ユニバーサルデザインま
ちづくり条例に関するパンフレットの改
訂の際など、ご意見を参考にしていきま
す。

95 2章 37

　飯田橋駅周辺計画である「飯田橋駅東口周辺
地区のまちづくり」は、その構想がH31.3公表さ
れています。また、東京都で検討された「飯田
橋駅周辺基盤再整備構想」はR2.9に公表され
ています。公表資料ですので、本書に概要記載
下さい。

E

　ご意見として伺います。
　飯田橋駅周辺のまちづくりについて
は、本図において、区が鉄道事業者や
道路管理者等と鉄道駅周辺の都市基
盤について、検討を進めているエリアの
例として参考に記載しています。

96 2章 37

　新宿三丁目駅周辺の計画である、新宿三丁
目地区交通基盤整備は、2022年5月にその整
備方針が明らかとなっていますので、本書に概
要を記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　新宿三丁目駅周辺のまちづくりについ
ては、本図において、区が鉄道事業者
や道路管理者等と鉄道駅周辺の都市
基盤について、検討を進めているエリア
の例として参考に記載しています。

97 2章 37

　その他箇所も記載下さい。計画名を記載理由
が理解できません。

E

　ご意見として伺います。
　高田馬場駅及び新宿駅周辺のまちづ
くりについては、本図において、区が鉄
道事業者や道路管理者等と鉄道駅周
辺の都市基盤について、検討を進めて
いるエリアの例として参考に記載してい
ます。

98 2章 38

　表中に「移動等円滑化基準の経過措置」と記
載されています。経過措置とは何か、出典（ガイ
ドラインに記述されているか）と内容を詳細に記
載下さい。

F

　ご質問に回答します。
　道路移動等円滑化基準の経過措置で
は、歩道に代えて、歩行者の安全な通
行を確保するための事項が定められて
います。方針のP.38に記載のとおり、生
活関連経路は道路移動等円滑化基準
への適合を目指すことが基本となります
が、歩道のない道路も多く、実情に応じ
た整備を進める必要があることから、区
は、当該基準の経過措置で定める事項
を踏まえ、整備を推進します。
　また、道路移動等円滑化基準の経過
措置の概要については、用語解説に記
載しています。
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99 2章 38

　本ページ最後に「生活関連経路のバリアフ
リー化に関連する道路整備・交通安全事業等
について次ページに示します。」と記載されてい
ます。当記載すべき場所はP35のフローの後と
思いますが、再考下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　当該文章は、次項の「道路整備・交通
安全事業位置図」を指しているため、そ
のことが分かるよう文章を修正します。

100 2章 38

　本ページ最後に「生活関連経路のバリアフ
リー化に関連する道路整備・交通安全事業等
について次ページに示します。」と記載されてい
ます。よって、P39の揚所も変更されたい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　当該文章は、次項の「道路整備・交通
安全事業位置図」を指しているため、そ
のことが分かるよう文章を修正します。

101 2章 41

　配慮事項の記載の前に、公共交通、道路、路
外駐車、都市公園、建築物のそれぞれの移動
等円滑化適合基準を、記載下さい。
　記載箇所は、本ページの箇所とは考えられま
せんので、別途、「章・節立て」の上記載を是非
願います。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　各移動等円滑化基準の概要につい
て、参考資料として方針に記載します。

102 2章 41

　「公共交通機関の旅客施設に関する移動等
円滑化整備ガイドライン」「道路の移動等円滑
化整備ガイドライン」の策定年度を記載下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　策定年度を記載します。

103 2章 41

　「促進方針の策定のための取組みでは、まち
あるき・・多くの意見を伺いました。」とあります。
「移動等円滑化の促進に関し、まちあるき・・・多
くの意見を伺いました。」と分かり易く、表題との
関係が分る様に記載する事を再考下さい。
　あるいは、「ワークショップでは、バリアフリー
円滑化に向けて、様々な意見を頂きました。」等
の記載を再考下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

104 2章 41

　「促進方針では、それらの意見を踏まえ、」と
記載されています。
　「本書作成において、それらの意見を踏ま
え、」、あるいは「バリアフリー円滑化に向けて、
それらの意見を踏まえ、」と記述の変更をされる
事を記載します。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。
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105 2章 41

　下記文章、以下再考下さい。
　さらに、それらの事項については、以下のとお
り、バリアフリー法に基づき国土交通省が作成
した「公共交通機関の旅客施設に関する移動
等円滑化整備ガイドライン」や「道路の移動等
円滑化整備ガイドライン」など、関連するガイド
ライン（以下、ガイドライン等）において、望まし
い整備や目安として、示されている内容と、それ
らガイドライン等に示されていない内容に分け
て整理しました。
　「それらの事項について」とは、どの様な意味
ですか。ワークジョップでの、バリアフリー円滑
化に向けた当事者からの様々な意見の意味で
あれば、その様に記載下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

106 2章 41

　下記文章、以下再考下さい。
　さらに、それらの事項については、以下のとお
り、バリアフリー法に基づき国土交通省が作成
した「公共交通機関の旅客施設に関する移動
等円滑化整備ガイドライン」や「道路の移動等
円滑化整備ガイドライン」など、関連するガイド
ライン（以下、ガイドライン等）において、望まし
い整備や目安として、示されている内容と、それ
らガイドライン等に示されていない内容に分け
て整理しました。
　「望ましい整備や目安として示されている内容
と、それらガイドライン等に示されていない内容
に分けて整理しました。」の記述を分かり易く記
載下さい。「ガイドラインで推奨される整備水
準、整備内容と、当事者が望む整備内容に分
け、バリアフリー円滑化適合基準を整理し、配
慮事項としてとりまとめました。」との記述等の
再考を願います。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

107 2章 41

　下記文章、以下再考下さい。
　さらに、それらの事項については、以下のとお
り、バリアフリー法に基づき国土交通省が作成
した「公共交通機関の旅客施設に関する移動
等円滑化整備ガイドライン」や「道路の移動等
円滑化整備ガイドライン」など、関連するガイド
ライン（以下、ガイドライン等）において、望まし
い整備や目安として、示されている内容と、それ
らガイドライン等に示されていない内容に分け
て整理しました。
　「以下のとおり」と記載されて、本文中に下記
が挿入されています。再考下さい。（削除され、
文章で分る様に熟考下さい。）

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。
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108 2章 41

　「施設の新設若しくは改修や日頃の維持管理
の際などに、施設管理者等がガイドライン等と
併せて、可能な限りこれらの配慮事項を踏ま
え」と記載されています。これらの配慮事項と
は、何を具体的に示すか再考下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

109 2章 41

　「施設の新設若しくは改修や日頃の維持管理
の際などに、施設管理者等がガイドライン等と
併せて、可能な限りこれらの配慮事項を踏ま
え」と記載されています。本文章までのどこに
「配慮事項」と記されていません、再考下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

110 2章 41

　「促進方針の策定のためのまちあるきワーク
ショップや」と記載されています。
「促進方針の策定のため」の記述再考下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

111 2章 41

　下記表が、何の説明もなく記載されています。
本文に「下記の」とか「下記に示す」とか記述す
るか、再考下さい。不親切です。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

112 2章 42

　白紙なのは、何ですか。

F

　ご質問に回答します。
　方針のP.43以降に記載の施設別、項
目別の配慮事項について、見開きでの
読みやすさを考慮し、白紙にしていま
す。
　文章等について、より分かりやすくな
るよう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

113 2章 43

　「関係法令やガイドライン等の改正内容も踏ま
え」と記載されています。ガイドラインはこれまで
改正されていますが、今後の改正内容が、記述
の意味ですか。

F

　ご質問に回答します。
　今後の改正内容が記述の意味です。

114 2章 43

　ホームドア及びホームと車両の段差や隙間の
改良の整備済みの駅の数を教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　ホームドアについては、令和2年度末
で区境駅を含む49駅中41駅で整備され
ています。
　ホームと車両の段差や隙間対策につ
いては、令和2年度末で区境駅を含む
49駅中33駅で実施しています。

115 2章 43

　P43～62まで全部の「促進方針における配慮
事項」の記述の再考願います。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　方針のP.43からP.62の表について、
「促進方針における配慮事項」を「バリ
アフリー化促進に向けた配慮事項」に修
正します。
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116 2章 43

　写真は、写真下の文章を的確に反映していな
いものが多いです。その部分を〇で表示すると
か、拡大表示する等の工夫願います。P43の左
の写真不要です。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　方針のP.43からP.62の写真について、
写真下の文章が示す内容がより分かり
やすくなるよう、写真に図を追記するな
ど、表現を工夫します。
　また、方針のP.43の左下の写真につ
いては、ホームと車両の段差解消のた
めの整備内容が分かるよう、使用して
います。

117 2章 43

　P43～62までのカラー写真をできるだけ削減
する事を検討下さい。

E

　ご意見として伺います。
　写真については、方針で示すバリアフ
リー化促進に向けた配慮事項が分かり
やすくなるよう、使用しています。

118 2章 44

　「国の定める「移動等円滑化の促進に関する
基本方針」を踏まえ」と記載されています。国の
定める各施設の移動等円滑化の目標であり、
大規模駅ではバリアフリールートの複数化と記
載されています。記述内容の再考下さい。

E

　ご意見として伺います。
　区は、「移動等円滑化の促進に関する
基本方針（令和２年国家公安委員会、
総務省、文部科学省、国土交通省告示
第一号）」で示すバリアフリールートの複
数化の考え方を踏まえ、高齢者、障害
者等に迂回による過度な負担が生じな
いよう、可能な限り2ルート目のバリアフ
リールートの確保に取り組む必要があ
ると考えています。

119 2章 44

　「促進方針を通じて働きかけを進めていきま
す。」と記載されています。促進方針を通じての
働きかけを具体的に教示下さい。分かり易い記
述に再考下さい。

F

　ご質問に回答します。
　促進方針を通じての働きかけについ
ては、方針のP.118からP.121に記載して
います。
　また、文章について、より分かりやすく
なるよう、ご意見を参考に表現を工夫し
ます。

120 2章
45～
62

　読みやすい、分かり易い記述として下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　文章等について、より読みやすくなる
よう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

121 2章
45～
62

　表中の記述方法に留意下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　文章等について、より読みやすくなる
よう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。

122 2章
45～
62

　図中の小さな文字が読めません。また、図中
のゴジック文字(P50)再考下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　文章等について、より読みやすくなる
よう、ご意見を参考に表現を工夫しま
す。
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123 2章 49

　現在、新宿区内の視覚障害者用音響信号の
稼働時間は、午前８時から午後８時となってお
り、視覚障害者の外出時間を制限しています。
周辺地域への騒音問題という理由からの時間
設定だと思いますが、押し釦を押したときだけ
作動する機器の使用や、音量を調整できる機
器の使用により、騒音問題は解決できると思い
ます。午前８時から午後８時までは押し釦を押さ
なくても稼働し、午後８時から午前８時までは押
し釦を押すと作動するというのが妥当な設定だ
と思います。ご検討いただけると幸いです。

C

　ご意見の趣旨に沿って方針を推進し
ます。
　ご意見は交通管理者に伝えるととも
に、夜間早朝における音響式信号機の
音響時間帯の設定については、関係機
関と連携していきます。

124 2章 49

　音響式信号機（タッチ式押しボタン箱型）や、
スマフォとの連携で信号の状態をスマフォ音声
で知らせてくれる機能を付加したもの（高度化
PICS）、これらの音響式信号機の増設を促進さ
せ、設置場所にあたっては当該利用者である視
覚障害者、特にそのエリアに居住する視覚障害
者の意見を取り入れてほしいです。
　従来型の音響式信号機は地域住民との騒音
問題で夜間、早朝の音響は止められています。
また、音響式信号機の設置はいつの間にか設
置され、自分の知らない間に設置場所が選ば
れています。限られた予算でどんどん増やすわ
けには行かないとも聞いています。そうであれ
ば、想定される利用者から意見を求め、移動等
円滑化の推進にかなう場所の選定をしてほしい
と思います。
　設置、整備の最終権限は警察庁、警視庁だと
思いますが、自治体、利用者の意見も配慮され
ると思いますので、働きかけ支援をよろしくお願
いします。

C

　ご意見の趣旨に沿って方針を推進し
ます。
　ご意見は交通管理者に伝えるととも
に、音響式信号機の整備推進や、ス
マートフォンのアプリに連動して作動す
る音響式信号機の導入など、関係機関
と連携していきます。

125 2章 49

　コモレ四谷周辺の横断歩道において、歩道と
車道の段差がほとんどなく、高齢者がつまずき
にくく歩きやすかった。こういった整備が少しず
つ区全体に広がるとよい。

C

　ご意見の趣旨に沿って方針を推進し
ます。
　横断歩道における歩道と車道の段差
については、高齢者や車椅子使用者、
視覚障害者等の全ての人が安全に移
動し、歩車道の境界を認識できるよう取
り組んでいきます。

126 2章 49

　幹線道路の横断歩道を高齢者が渡る際、青
信号の時間が短く、渡りきることができないの
で、青時間を延長してほしい。

C

　ご意見の趣旨に沿って方針を推進し
ます。
　ご意見は交通管理者に伝えるととも
に、幹線道路における青延長用押しボ
タン付き信号機の整備については、関
係機関と連携していきます。
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127 2章 49

　４車線相互交差点の主道路の横断歩道の青
時間の見直しに関し、外苑東通りと早大通り（共
に４車線道路です。）の交差点の「早稲田鶴巻
町東交差点」の外苑東通りの横断歩道の青時
間は計測の結果３３秒です。当横断歩道の長さ
（歩道端から歩道端の長さ）は２２ｍで、歩行速
度１ｍ／秒とすれば、青時間内に横断可能です
が、高齢者にとって、青時間３３秒は短く、横断
歩道上で立ち止まる状況が、度々見られます。
　横断歩道の青時間の見直しを交通管理者に
指摘願います。
　なお、新目白通りと外苑東通りの鶴巻町交差
点での、外苑東通り、新目白通りの横断歩道の
青時間は、それぞれ５２秒、５９秒でした。

C

　ご意見の趣旨に沿って方針を推進し
ます。
　ご意見は交通管理者に伝えるととも
に、幹線道路における青延長用押しボ
タン付き信号機の整備については、関
係機関と連携していきます。

128 2章 50

　車道の自転車専用通行帯を全て青色で着色
してほしい。青色の部分が途中でなくなると、車
が自転車専用通行帯に気づきにくく、車と自転
車が交錯するのをよく見かけるので危ないと思
う。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　自転車通行空間については、青色で
着色した自転車専用通行帯による整備
を基本とし、通行帯の幅員が確保でき
ない場合には、自転車ナビマーク・ナビ
ラインにより通行帯との連続性を確保す
るこで、歩行者、自転車のそれぞれが
安全に安心して通行できるよう取り組ん
でいきます。
　ご意見を踏まえ、取組みの内容につ
いて、より丁寧な記載にします。

129 2章 50

　子ども連れの親や妊婦にとって、歩道内での
自転車の通行は常に危険を感じます。また、子
どもを乗せた自転車で車道を通行しているとき
も、路上駐車や車との接触が怖く、歩道を通行
してしまうことがあります。そのため、区内で見
かける青色で塗り分けた自転車専用通行帯の
整備を進めてほしいです。マークやラインだけよ
りも、色で着色した方が、車と自転車を分離す
ることができ、少なからず路上駐車も減るので
はないかと思います。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　自転車通行空間については、青色で
着色した自転車専用通行帯による整備
を基本とし、通行帯の幅員が確保でき
ない場合には、自転車ナビマーク・ナビ
ラインにより通行帯との連続性を確保す
るこで、歩行者、自転車のそれぞれが
安全に安心して通行できるよう取り組ん
でいきます。
　ご意見を踏まえ、取組みの内容につ
いて、より丁寧な記載にします。
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130 2章 53

　公共施設への誘導システムにNaviLensを実
験的に導入して欲しいです。
　スマフォのアプリケーションと独自のQRコード
を利用したナビゲーションシステムがスペインで
開発され、バルセロナ市内では実用化され、国
内では神戸市が検討段階に入っています。
　国内では、まだ実用化した自治体はありませ
んが、限られたスペースでの実験的試みが着
実に広まりつつあります。関連URLを参照して
いただければと思います。
【関連URL】https://free.navilens.com/
　視覚障害者用ナビとしては、設置やメンテナン
スにローコストで済むQRコードとスマフォアプリ
との組み合わせが最良と思います。
　私は新宿区役所の玄関までは単独歩行で、
どうにか行けますが、屋内に入り、たびたび用
事のある障害者福祉課には単独ではいけませ
ん。選挙会場の建物までは一人で行けますが、
投票会場には一人で行けません。
　NaviLensは単に印刷タグを張るだけで誘導で
きます。屋内用のNaviLensは設置も撤収もロー
コストで可能です。NaviLensのタグを張っていた
だければ、私は一人で障害者福祉課にも選挙
会場にも、一般図書館にも一人で行けます。公
共施設の屋内の誘導にNaviLensを検討してい
ただけないでしょうか。まずはテスト導入からで
もかまいません。NaviLensの有用性が実証され
ると思います。

D

　ご意見は今後の取組の参考とします。
　ご意見は公共施設の改修などについ
て、新宿区ユニバーサルデザインまち
づくり条例に基づく事前協議を行う際な
どの参考とします。
　視覚障害の施設内への誘導方法など
を含め、誰もが移動しやすく、利用しや
すく、わかりやすくなるように、ユニバー
サルデザインまちづくりを推進していき
ます。

131 2章 55

　中落合に住んでいる現在妊娠9ヶ月の妊婦で
す。私はよく落合南長崎駅や下落合駅を利用す
るのですが、山手通りと比べると道幅が狭く、車
道に自転車用の通路の表示がしてあっても車
が停まっているせいか歩道を猛スピードで走る
自転車が多く、かなり歩くのに危険を感じます。
妊娠4ヶ月ごろはウーバーイーツのリュックを背
負った自転車が狭い所を追い越そうとして軽く
接触されました。また、子供を乗せたママチャリ
は車道は危険と判断するのか大きな自転車で
歩道を来ることがあります。
　おなかが大きくなっているのもあり、すぐに避
けたりするのも難しく、産後ベビーカーをつかう
ようになってもいつか怪我するんじゃないかと怖
いです。山手通りまでと行かなくても歩道がもう
少し広かったら怖い思いをせず、買い物に行け
るかなと思い、パブリックコメントすることにしま
した。参考にしていただけたら嬉しいです。よろ
しくお願いします。

C

　ご意見の趣旨に沿って方針を推進し
ます。
　歩行空間として十分な幅員が確保で
きない歩道においては、沿道敷地内で
の建替え等の際に、歩行空間を設ける
よう働きかけを行い、沿道敷地と連携し
た快適な歩行空間の形成を推進してい
きます。
　なお、自転車の車道左側通行の原則
や、歩道での通行ルール・マナーにつ
いては、交通管理者と連携し、街頭活
動や交通安全教室などにおいて、引き
続き周知啓発していきます。

24



№ 章 ページ 意見要旨 区の考え方

132 3章
66～
107

　記載の「地域の主な現況と課題」に関し、「地
域の主な現況と課題」について、写真で代替さ
れていますが、都市マスに各地の課題が要約さ
れていますので、それを用いる事を検討下さ
い。
　本書の読者は、区民ですので地域の状況は
写真を用いないでも文章で理解可能と考えま
す。（印刷費が高価となり、販売価格が高価とな
る写真使用を最小限とする配慮の検討を願い
ます。）

E

　ご意見として伺います。
　都市マスタープランでは、まちづくりに
関する幅広い視点で地域の主な特徴を
示しているのに対し、方針では、バリア
フリーに関する視点で地域の主な現況
と課題を示しています。
　写真については、方針で示すバリアフ
リー化に関する地域の主な課題が分か
りやすくなるよう、使用しています。

133 3章 76

　方針図について、他地区の方針図も同様な疑
問です。赤点線の区域は、促進地区ですか。教
示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　方針では、区全域を「移動等円滑化促
進地区」に設定します。
　方針図の赤点線は、「移動等円滑化
促進地区」の区域を示したものではな
く、地域の主なバリアフリー化に向けた
取組みの主な対象となる範囲を記載し
たものです。

134 3章 76

　P76の4の地区には、2つの生活関連施設しか
立地していません。地区設定の要件を満たして
いるか、その範囲が代用であるか記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　方針図の赤点線は、「移動等円滑化
促進地区」の区域を示したものではな
く、地域の主なバリアフリー化に向けた
取組みの主な対象となる範囲を記載し
たものです。

135 3章 76

　赤点線の大きさの設定根拠記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　方針図の赤点線は、「移動等円滑化
促進地区」の区域を示したものではな
く、地域の主なバリアフリー化に向けた
取組みの主な対象となる範囲を記載し
たものです。

136 3章 76

　P76の3の地区は、江戸川橋通りを示していま
すが、このような線的な促進地区の選定はある
のですか。

F

　ご質問に回答します。
　方針図の赤点線は、「移動等円滑化
促進地区」の区域を示したものではな
く、地域の主なバリアフリー化に向けた
取組みの主な対象となる範囲を記載し
たものです。

137 3章 96

　落合地区中井通りは歩道と車道の境界線が
白線でしか分かれておらず、歩道はかなり狭い
ため、障害があり、歩行が安定して出来ない方
にとってはかなり危険だと感じられます。

C

　ご意見の趣旨に沿って方針を推進し
ます。
　中井通りは自転車通行空間の整備予
定路線であり、歩行者の安全対策ととも
に、安全に安心して通行できる道づくり
に取り組んでいきます。
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138 3章 96

　大江戸線中井駅は左側通行となっているが、
狭く、視覚にのみ障がいのある方は点字ブロッ
クまでたどりつく事はできると思いますが、ヘル
パーつきの知的も重複した障がいの方などは
歩行しづらいので改善をお願いしたいです。

C

　ご意見の趣旨に沿って方針を推進し
ます。
　ご意見は鉄道事業者に伝えるととも
に、鉄道駅における利便性の高いバリ
アフリールートの整備など、関係機関と
連携していきます。

139 3章 96

　西落合に住んでいるものです。この地域は自
動車の通過交通も多く、自転車と歩行者が錯綜
することがしばしば見られます。道路を広げると
まではいかなくても、方針に書かれているとお
り、安全対策や自転車通行空間の整備など、ぜ
ひお願いいたします。

B

　ご意見の趣旨は素案の方向性と同じ
です。
　歩行者の安全対策や自転車通行空間
などを推進しながら、安全で安心して通
行できる道づくりに取り組んでいきま
す。

140 4章 110

　内部障害の用語解説記載下さい。身体障害
者と記述されす、内部障害と特筆された事由を
教示下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　内部障害について、用語解説に追記
します。
　方針では、外見では障害があることが
わかりにくい人がいることに配慮するた
め、肢体不自由を含む身体障害ではな
く、内部障害と記載しています。

141 4章 110

　配慮事項（基本的な事項）と記されています
が、「心のバリアフリー促進に向けた基本的配
慮事項」と一目でわかる様に記載下さい。(P111
も同様です。）

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　方針のP.110の表について、「配慮事
項（基本的な事項）」を「こころのバリアフ
リーの促進に向けた配慮事項（基本的
事項）」に修正します。
　また、方針のP.111の表についても、
「配慮事項（個別事項）」を「こころのバリ
アフリーの促進に向けた配慮事項（個
別事項）」に修正します。

142 4章 113

　新型コロナウイルス感染症の影響により、会
議のリモート化が進む一方で、一部の障害者に
は、リモートでの会議参加が困難です。そういっ
たことにも配慮し、必要に応じた支援をお願いし
ます。

B

　ご意見の趣旨は素案の方向性と同じ
です。
　「新しい生活様式（「ニューノーマル）」
においても、支援が必要な人がいること
に留意します。

143 4章 118

　フローが見難いので、もっとセンスのあるフ
ロー作成を期待します。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　本図について、より分かりやすくなるよ
う、ご意見を参考に表現を工夫します。

144 4章 121

　本「円滑化促進方針」の計画期間、実施状況
の調査・分析・評価を何年毎に行うか、本書の
前段で記載下さい。

E

　ご意見として伺います。
　方針の周知啓発や方針に基づく整備
の確認など、方針策定後の進め方につ
いて読みやすさを考慮し、「第４章　移
動等円滑化促進方針の実現に向けて」
にまとめて記載しています。
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145 4章 121

　計画期間として、第1章で記載すべきでしょう。

E

　ご意見として伺います。
　方針の周知啓発や方針に基づく整備
の確認など、方針策定後の進め方につ
いて読みやすさを考慮し、「第４章　移
動等円滑化促進方針の実現に向けて」
にまとめて記載しています。

146 4章 121

　本「円滑化促進方針」の策定後、国のマニュア
ルでは基本構想の策定となっています。「高齢
者、障害者等の移動等の円滑化の促進」の全
体の工程、フローを明らかにして頂きたい。ま
た、各特定事業計画策定のスケジュールを教
示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　方針策定後は、「第４章　移動等円滑
化促進方針の実現に向けて」に記載の
とおり、区内全域のバリアフリー化に向
け、方針の周知啓発や方針に基づく関
係事業者との個別協議に取り組んでい
きます。
　その後、方針に基づいた整備状況や、
まちづくりの動向により、必要に応じて
特定事業計画の策定を検討していきま
す。

147
その
他

-

　高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利
用した移動の円滑化の促進に関する法律（交
通バリアフリー法）の制定年度(H12年）を記して
下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　「高齢者、身体障害者等の公共交通
機関を利用した移動の円滑化の促進に
関する法律（交通バリアフリー法）」の用
語解説について、制定年度を記載しま
す。

148
その
他

-

　特定事業計画の用語解説が巻末に記載され
ています。以下について再考願います。
　「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利
用した移動の円滑化の促進に関する法律」に規
定されている公共交通、道路、交通安全施設に
ついて、バリアフリー化の具体的内容、配慮す
べき重要事項、実施予定期間を明示した計画
である旨を記載下さい。（第7、10、11条）

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　特定事業計画の用語解説について、
「高齢者、身体障害者等の公共交通機
関を利用した移動の円滑化の促進に関
する法律（交通バリアフリー法）」に規定
されている公共交通、道路、交通安全
施設についてバリアフリー化の具体的
内容、配慮すべき重要事項、実施予定
期間を明示した計画であることを記載し
ます。

149
その
他

-

　特定事業計画の用語解説が巻末に記載され
ています。以下について再考願います。
　P127では新宿区交通バリアフリー基本構想に
基づきと記載されていますが、上記に記す様
に、法律に基づく計画である旨を記載下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　特定事業計画の用語解説について、
「高齢者、身体障害者等の公共交通機
関を利用した移動の円滑化の促進に関
する法律（交通バリアフリー法）」に基づ
く事業計画であることを記載します。

150
その
他

-

　本書の理解を深めるため、改正バリアフリー
法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律）の改正概要を、国土交通省の
資料を用い、本書に記載下さい。 A

　ご意見を踏まえて修正します。
　「高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律（バリアフリー
法）」の改正概要について、参考資料と
して方針に記載します。
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151
その
他

-

　策定の背景について、ハートビル法、交通バ
リアフリー法、バリアフリー法に関する社会的背
景と経緯の記載を望みます。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　関係する法律に関する社会的背景と
経緯について、参考資料として方針に
記載します。

152
その
他

-

　策定の背景について、改正バリアフリー法に
関する社会的背景と経緯（H30.12「ユニバーサ
ル社会実現推進法（ユニバーサル社会の実現
に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に
関する法律）」の公布・施行や、オリパラ東京大
会を契機とした共生社会実現に向けた機運醸
成等を受け、「心のバリアフリー」に係る施策な
どソフト対策等を強化する必要が生じていたこ
とを背景に、施行された事）の記載を望みます。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　関係する法律に関する社会的背景と
経緯について、参考資料として方針に
記載します。

153
その
他

-

　協議会の要綱、委員会名簿を最終報告書に
記載下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　「新宿区移動等円滑化促進方針策定
協議会」の設置要綱及び委員名簿につ
いて、参考資料として方針に記載しま
す。

154
その
他

-

　ヒアリング、アンケート調査の結果概要を本書
に添付される予定はありますか。
　別途、協議会の報告書を作成する予定ありま
すか。教示下さい。

F

　ご質問に回答します。
　ヒアリングやアンケート調査での意見
については、方針に十分反映しているこ
とから、添付する予定はありません。
　また、「新宿区移動等円滑化促進方針
策定協議会」の資料や議事要旨につい
ては、区のホームページに掲載してい
ます。

155
その
他

-

　まちあるきワ-フショップの結果概要を本書に
添付される予定はありますか。

F

　ご質問に回答します。
　まちあるきワークショップでの意見に
ついては、方針に十分反映していること
から、添付する予定はありません。

156
その
他

-

　用語解説の内容が分りにくいです。再考下さ
い。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　用語解説の内容がより分かりやすくな
るよう、表現を工夫します。

157
その
他

-

　エスコートゾーンの説明は、用語解説にある
が、分かりずらいので再考下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　用語解説の内容がより分かりやすくな
るよう、表現を工夫します。
　また、エスコートゾーンについては、方
針のP.49に写真を掲載しています。

158
その
他

-

　交通政策基本法、差別解消法の概要を脚注
下さい。（用語集にありません。）

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　交通政策基本法及び障害者差別解消
法について、用語解説に追記します。
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159
その
他

-

　交通政策基本法、差別解消法、区の関連計
画等の策定年度を記載下さい。

G

　ご意見を踏まえて対応します。
　策定年度を記載します。

160
その
他

-

　道路移動等円滑化基準の用語の説明を記載
下さい。

A

　ご意見を踏まえて修正します。
　道路移動等円滑化基準について、用
語解説に追記します。
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